
௧和元年 5月 

䠄単価契約工事䠅 実施要領 

 

㸯．工期 

  契約ࡢ日ࠕࡽ契約工期完了ࡢ日ࠖ又ࠕࠊࡣ指示限度額㐩ࡓࡋ時ࠊ最ࡶ遅い指示工期

満了ࡢ日ࠖࡢいࢀࡎ早い日ࠋࡿࡍ࡛ࡲ 

㸰．工事場所 

  四日市市 富洲原ࠊ富田ࠊ羽津୕ࠊ㔜ࠊඵ郷ࠊୗ㔝ࠊ大矢知ࠊ保々ࠊ海蔵ࠊ神前ࠊ橋

北 地区 

㸱．契約方法 

 㸯㸧入ᮐ参加業者ࡾࡼ工種・単価表ࡢ合計金額を競த入ᮐࠋࡿࡍ 

㸰㸧工種表・単価表ࡢ合計金額ࡢ落ᮐ金額各工種ࡢ構成比率ࡢ積ࡾࡼ各工種ࡢ単価

㸦㸯未満ษ捨࡚㸧を決定ࠋࡿࡍ 

㸲．実施方法 

 㸯㸧工事ࡢ指示ࡣ工事㸦変更㸧指示書ࡾࡼ実施ࠋࡿࡍ 

 㸰㸧ཷ注者ࠊࡣ実施当ࡾࡓ別紙ࠕ実施手㡰書ࠖを遵守ࠋࡿࡍ 

㸳．指示工事完了及び工事の完成 

 㸯㸧ཷ注者ࠊࡣ一ࡢࡘ指示工事ࡀ完成ࡿࡍ毎指示工事完成報告書を遅滞࡞く担当課長

 ࠋࡇࡿࡍ提出

 㸰㸧ཷ注者ࠊࡣ指示工事ࡢ全࡚ࡀ完成ࠊࡁࡓࡋ㏿や工事完成届㸦四日市市ୖୗ水

㐨局工事執行規程ࡢ施行関ࡋ必要࡞書類ࡢ様式を定ࡿࡵ要綱࡛規定ࡿࡍ第 28 号様

式㸧を管理者提出ࠋࡇࡿࡍ 

㸴．指示工事完成検査及び完成検査 

 㸯㸧ྲཱྀ 注者ࡽ指示工事完成報告書ࡀ提出ࡓࢀࡉ時ࠊࡣ監督職員ࡣ遅滞࡞く確認を行いࠊ

検査職員ࡣ指示工事完成検査を行うࠋࡿࡍࡢࡶ 

 㸰㸧指示工事完成検査後ཷࠊ注者ࡣ工事目的物ࡢ引渡ࡋを行うࠋࡿࡍࡢࡶ 

 㸱㸧ཷ注者ࡽ工事完成届ࡀ提出ࡓࢀࡉ時ࠊࡣ検査職員ࡣ完成検査を行うࠋࡿࡍࡢࡶ 

㸲㸧指示工事完成及び完成検査ࡣ管理者ࡀ検査職員࡛あࡇࡿを認ࡓࡵ者ࡀ行うࠋ 

㸵．指示額及び指示限度額 

㸯㸧指示業務 1 件当ࡾࡓ指示額ࡣ 130 万未満㸦税込㸧ࠋࡿࡍ 

㸰㸧ᮏ契約ࡢ指示限度額ࡣ 950 万㸦税込㸧ࠋࡿࡍ 

 ࠋࡿあࡀい場合࡞ࡋ㐩指示限度額ࡀ総指示額ࠊࡋࡔࡓ

指示限度額ࡣ総指示額ࡀそࡢ額を超えࡓ時点࡛ࠊ新ࡋい指示を行わ࡞い額ࠋࡿࡍ 

㸶．請求 

 㸯㸧ྲཱྀ 注者ࡣ業務実績報告書㸦兼請求明細書㸧基࡙ࡁ支払請求を行うࠊ࠾࡞｡ࡿࡍࡢࡶ



業務実績報告書ࡢ合計金額ࡣ千止ࠊࡋࡵそࡢ額消費税相当額を乗࡚ࡌ支払うࡶ

 ࠋࡿࡍࡢ

㸷．未契約単価 

 㸯㸧未契約単価ࠊࡣ発注者୕ࡾࡼ㔜県県土整備部積算基準等ࡾࡼ決定ࡓࡋ単価㸦経

費込ࡳ㸧請負比率を乗ࡓࡌ金額㸦1未満ࡣษࡾ捨࡚㸧ࠊࡋ協議を行うࠋࡿࡍࡢࡶ 



実 施 手 順 書 

 

ࡢୗ記ࡣ注者ཷࠊࡋ適用බ共ୗ水㐨බ設汚水桝設置工事㸦単価契約㸧ࠊࡣ手㡰書ࡢࡇ 

事㡯充ศ配慮࡚ࡋ施工࡞ࡋけ࡞ࡽ࡞ࡤࢀいࠋ 

 

㸯． 着手前手順 

㸯㸧管理者ࡣ，監督職員を選任ཷࡣࡁࡓࡋ注者通知ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸰㸧ཷ注者ࡣ，工事着手届及び現場௦理人届等を㏿や提出ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸱㸧ཷ注者ࠊࡣ工事㸦変更㸧指示書ཷࡢ信を希望ࡿࡍＦＡＸ番号緊急時連絡可能࡞

電話番号を監督職員報告ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ 

㸲㸧ཷ注者ࠊࡣ現場௦理人௨外ࡢ連絡要員を置く場合ࠊࡣ緊急時連絡要員連絡可能

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿࡍ報告電話番号を監督職員࡞

㸰．現地手順 

㸯㸧ཷ注者ࠊࡣ工事㸦変更㸧指示書㸦様式㸰㸧をཷ領ࡓࡋ後ࠊ㏿や現地確認を行いࠊ

指示ෆ容を確認ࠊࡋ工事(変更)指示ෆ容確認報告書㸦様式㸲㸧を監督職員提出ࡇࡿࡍ

申監督職員ࠊࡣい場合࡞ࡋ符号ࡀ工事㸦変更㸧指示書㸦様式㸰㸧現地ࠊ࠾࡞ࠋ

出を行うࠊࡓࡲࠋࡇ現場着手後ࠊ不測ࡢ事象ࡀ発生ࡓࡋ場合ࡶ同様ࠋࡿࡍ 

㸰㸧監督職員ཷࡣ注者ࡾࡼ前号ࡢ申出ࡀあࠊࡣࡁࡓࡗ申出ࡓࢀࡉෆ容を直ࡕ検討ࠊ

照査ࠊࡋ必要応ࡌ工事㸦変更㸧指示書㸦様式㸰㸧ࡾࡼ指示ࡢ変更を行うࡍࡢࡶ

 ࠋࡿ

㸱㸧ཷ注者ࠊࡣ㸦㸰㸧ࡢ指示ࡀあࡓࡗ場合ࠊ㏿や現地確認を行いࠊ変更指示ෆ容を確

認ࠊࡋ工事(変更)指示ෆ容確認報告書㸦様式㸲㸧を提出ࠋࡇࡿࡍ 

㸲㸧ཷ注者ࠊࡣ工事着手あ࡚ࡗࡓ必要応ࡌ通行止ࡵ等ࡢ許可ྲྀ得ࠊ周辺住民へࡢ周

知等を行うࠋࡇ 

㸳㸧ཷ注者ࠊࡣ指示工事ࡀ完成ࡽࡓࡋ，㏿や指示工事完成報告書㸦様式㸱㸧を監督

職員提出ࠋࡇࡿࡍ 

㸴㸧ཷ注者ࠊࡣ現地ࡢ状況ࡾࡼ作業࡛࡞ࡁい場合ࠊ又ࡣ事故や災害ࡀண想ࡿࢀࡉ場合

 ࠋࡿࡍࡢࡶࡿ指示をཷけࡋ報告監督職員ࠊࡣ

㸱．品質管理、出来形管理等 

㸯㸧ཷ注者ࠊࡣ工事完成後出来形を測定ࠊࡋ必要応࡚ࡌ展開図等成果ࡀ確認࡛ࡿࡁ資

料を作成ࠋࡿࡍ 

㸰㸧ཷ注者ࠊࡣ次ࡢ写真を提出ࠋࡇࡿࡍ 

  ձ 指示現場ࡈ同一方向ࡽ撮影ࡓࡋ着手前完成後ࡀ確認࡛ࠋࡢࡶࡿࡁ 

  ղ 工事ࡢ施工ෆ容や途中経過ࡀ確認࡛ࠋࡢࡶࡿࡁ 



 㸱㸧ཷ注者ࠊࡣ監督職員ࡀ求ࡓࡵ場合ࠊࡣ状況写真を添付ࡓࡋ作業日報を提出ࠋࡿࡍ 

㸲．完成報告 

㸯㸧工事実績報告書㸦兼請求明細書㸧㸦様式㸯㸧ࡣ，請求ࡢ都度提出ࠋࡿࡍ 

㸰㸧指示工事完成報告書㸦様式㸱㸧ࡿࡼ報告ࡣ，指示工事完成後，ୗ水建設課長㏿

や提出ࠋࡿࡍ 

㸱㸧指示工事完成報告書㸦様式㸱㸧ࠊࡣ工事写真を添付ࡋ提出ࠋࡿࡍ 

㸳．指示工事完成検査及び完成検査 

 㸯㸧検査職員ࠊࡣ指示工事完成報告書ࠊ工事写真ࠊ作業日報等を用い࡚ࠊ指示工事完成

検査及び完成検査を行うࠋ 

㸴．そࡢ他 

㸯㸧各様式ࡘい࡚ࠊ工種ࠊ規格等文言ࠊࡣ契約書添付ࡢ工種表・単価表準ࠋࡿࡎ 

㸰㸧緊急施工ࡢ必要ࡀ発生ࡓࡋ場合ࠊࡣ契約௨外ࡢ指示を行う場合ࡀあࠋࡍࡲࡾ 

 



㻔様式䚷䠍䠅

䛂工事契約書䛃䛸ྠ䛨押印

完䚷成

指䚷示䚷日 指示番号 自 至 年月日 確認日 検査日

䠄特記事項䠅特記事項のあ䜛場合の䜏記入ΣC䚷䚷小䚷計

合䚷計䚷䠄税込䠅

小䚷計䚷䠄千止䠅

消䚷䚷費䚷䚷税

摘䚷䚷䚷䚷要

確認者 検査職員

工事指示書
工事場所 金額

指䚷䚷示䚷䚷期䚷䚷間 確䚷䚷䚷認䚷䚷䚷欄 検䚷䚷䚷査䚷䚷䚷欄

䚷工事ྡ 公共下水道公設汚水桝設置工事㻔単価契約䠅北部㻔㻞-㻝㻕

䚷䚷䚷工 事 実 績 報 告 書 䠄兼 請 求 明 細 書䠅 䚷受注者ྡ

受䚷䚷注䚷䚷者䚷䚷記䚷䚷入䚷䚷欄 発䚷䚷注䚷䚷者䚷䚷記䚷䚷入䚷䚷欄



㻔様式 䠎䠅

様

監督職員

䠍．指示番号

䠎．工事ྡ

䠏．道番号

䠐．場䚷所

䠑．工䚷期

䠒．監督職員ྡ

䠓．工事ෆ容

単価䠟䠠 種䚷別 工種番号 単価 単位 当初数量 変更数量 金額

注意䠖工事ෆ容の詳細䛻䛴い䛶監督職員䛸打合せ䛶䛛䜙着手䛩䜛こ䛸䚹 䠄止䜑䠅

䚷䚷䚷䚷数量䛿概算参考値䛸䛧䚸監督職員の指示䛻䜘䜚施工䛧䚸出来形を報告䛩䜛こ䛸䚹

工 事 㻔変更䠅指 示 書

記

䚷公共下水道公設汚水桝設置工事䠄単価契約䠅北部㻔㻞-㻝䠅請負契約書䛻基䛵䛝䚸下記工事の施工をさ䜜たく指示䛧䜎䛩䚹

௧和䚷䚷年䚷䚷 月䚷 䚷日

合計

工          種



䠄様式㻟䠅

受注者ྡ 印

䠍．指示番号

䠎．指示日

䠏．工事ྡ

䠐．道番号

䠑．場䚷所

䠒．工䚷期

䠓．監督職員ྡ

䠔．完成日

䠕．現場௦理人

䠍䠌．出来形明細

単価䠟䠠 種䚷別 工種番号 単価 単位 数量 金額

䠄止䜑䠅

௧和䚷䚷年䚷䚷月䚷䚷日

確䚷䚷認䚷䚷者䚷䚷指䚷䚷ྡ

指示工事完成検査年月日

検䚷査䚷職䚷員䚷指䚷ྡ

工䚷䚷䚷䚷䚷䚷種

合計

指示工事完成検査済証

確䚷䚷認䚷䚷年䚷䚷月䚷䚷日 ௧和䚷䚷年䚷䚷月䚷䚷日

指示工事完成報告書 ௧和䚷䚷年䚷䚷月䚷䚷日

下水建設課長䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷様

䚷公共下水道公設汚水桝設置工事䠄単価契約䠅北部㻔㻞-㻝䠅請負契約書䛻基䛵䛝䚸下記の工事䛜完成䛧たの䛷別紙の出来形資料を

添え䛶報告䛧䜎䛩䚹䛺䛚䚸下記工事䛻䛴い䛶䚸指示工事完成検査䛻合格䛧た際䛿䚸工事目的物を引䛝渡䛧䜎䛩䚹

記



㻔様式䠐䠅

様

受注者ྡ 印

䛸䜒䛻工事䛻着手䛧䜎䛩䚹

䠍．指示番号

䠎．工事ྡ

䠏．道番号

䠐．場䚷所

䠑．工䚷期

䠒．監督職員ྡ

䠓．工事ෆ容

単価䠟䠠 種䚷別 工種番号 単価 単位 当初数量 変更数量 金額

䠄止䜑䠅

合計

௧和䚷䚷年䚷䚷 月䚷 䚷日

工事㻔変更䠅指示ෆ容確認報告書
下水建設課長

䚷公共下水道公設汚水桝設置工事䠄単価契約䠅北部㻔㻞-㻝㻕請負契約書䛻基䛵䛝下記の工事指示を確認䛧たの䛷䚸㏿や䛛䛻現場確認を行う䛸

記

工          種



令和元年５月 

（単価契約工事） 共通仕様書 

 

 （共通事項）（共通事項）（共通事項）（共通事項） 

第１条 本工事の施工にあたっては、「三重県公共工事共通仕様書」（三重県のホームページ及び

四日市市上下水道局下水建設課にて縦覧）を準用するが、以下の項目を優先する。 

  １ 受注者は、関係法令を遵守し、法令に基づき所要の手続きを得ること。 

２ 業務日報・納品伝票の写しは監督職員が提出を求めた場合についてのみ提出すること。 

  ３ 品質管理については、監督職員が提出を求めた場合のみ行うこと。 

４ 産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく中間処理施設及び

再生資源の利用の促進に関する法律に基づく再資源化施設」に搬入すること。 

   ５ 監督職員が特に提出を求めた場合を除き、施工計画書、材料調書及び工程表は提出を求め

ない。 

 ６ 本業務は、産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が本年度に課税対象者と

なった場合には、翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄

物税証明書を添付して当該委託業務の発注者に対して支払い請求を行うこと。 

  ７ 本業務に際し発生する騒音・振動について極力小さくなるよう機種の選定、使用方法につ

いて十分考慮すること。 

８ 資材購入及び業務の一部を再委託業者にて履行する場合、業者の選定に際しては、できる

限り市内業者を優先させること。なお、業務の履行について下請負に付する場合には、四

日市市工事執行規則第 18 条における様式により、請負工事一部下請負届を提出すること。ま

た、下請契約締結日より、10 日以内に施工体制台帳、工事作業所災害防止協議会兼施工体系

図を届出書（発注者指定の様式）に添付し提出すること。 

９ 石綿管の処理を伴う場合について、「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手

引き」厚生労働省健康局水道課（平成１７年８月）に従って、関係法令を遵守の上、適切に処

理し、石綿作業主任者（石綿作業主任者技能講習修了者）を選任すること。なお、平成１８年

３月末までに特定化学物質等作業主任者技能講習を取得済みの場合は従来どおり作業主任者に

なることができるものとする。 

また、石綿障害予防規則に基づき、撤去等の作業における保護具の装着、石綿管分析試験等を

行う場合、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。 

   10 汚水管を布設する工事について、公設汚水桝設置申請書及び受益者申告書の回収にあたっては、

別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。また、公設汚水桝設置申請書をもとに施工

すること。 

汚水本管には、汚水管埋設テープ（茶色）を設置すること。また、汚水桝の宅内取付管のキャ

ップ止箇所には接続時注意喚起テープ（黄色）を設置すること。 

   11 人孔鉄蓋（φ６００）について、四日市型を使用すること。仕様については四日市市上下水道

局ホームページ（ホーム≫お知らせ≫2017年04月01日 人孔鉄蓋の仕様について）を参照の

こと。また、下水建設課で縦覧可能。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/pdf/human_iron_lid.pdf） 

12 履行にあたり、看板・立入防止処置など、交通安全施設による安全管理を徹底すること。 

   13 この契約による工事の受注者は、工事を履行するに当たり個人情報（特定個人情報（個人



番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。）を取り扱う場合においては、別紙「個

人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。 

   14 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断

機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、

適正に処理するものとし、必要と認められる経費については指示の変更協議を行うことが

できるものとする。 

「適正に処理」する際には、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の

排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物

情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。 

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職

員から請求があった場合は提示しなければならない。 

（検収数量及び検収単位）（検収数量及び検収単位）（検収数量及び検収単位）（検収数量及び検収単位） 

第２条    検収数量は別表単価表の検収単位のとおりとし、検収単位の直近下位を四捨五入する。 

ただし、業務指示書による１回当たりの数量が検収単位に満たないときは検収単位に切り 

上げるものとする。 

 （その他）（その他）（その他）（その他） 

第３条 この仕様書のほか、特記仕様書を定めたときは、その特記仕様書を優先して適用するもの

とする。 

 【【【【暴力団等不当介入に関する事項暴力団等不当介入に関する事項暴力団等不当介入に関する事項暴力団等不当介入に関する事項】】】】 

（契約の解除）（契約の解除）（契約の解除）（契約の解除） 

第４条 四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要網（平成20年四日市市告示第28号）

第３条又は第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札

参加資格停止措置を受けたときは､契約を解除することがある。 

 

（暴力団等による不当介入を受けたときの義務）（暴力団等による不当介入を受けたときの義務）（暴力団等による不当介入を受けたときの義務）（暴力団等による不当介入を受けたときの義務） 

第５条 不当介入には、断固拒否するとともに､速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し､

警察への捜査協力を行うこと。 

２ 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納

期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。 

３ 前２項の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入

札参加資格停止等の措置を講ずる。 



〔別紙〕 

 個人情報取扱注意事項 

 

（基本事項） 

第１ この契約による業務の受注者（以下「乙」という。）は、この契約による業務を履行するに当たり、

個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱

う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければ

ならない。 

 

（施工者の義務） 

第２ 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、

当該業務を履行するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成 11 年四

日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。 

２ 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ

ればならない。 

 

（秘密の保持） 

第３ 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を履行するに当たって知り得た個人情報を当該業務を行

うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。 

２ 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（適正な管理） 

第４ 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。 

３ 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個

人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。 

４ 四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に

対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、

甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。 

 

（収集の制限） 

第５ 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を

履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

（再提供の禁止） 

第６ 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務に係る個人情報を第三者に再

提供してはならない。 

２ 乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必

要な措置を講じなければならない。 



３ 前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ

すものとする。 

（複写、複製の禁止） 

第７ 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を履

行するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、

又は複製してはならない。 

（持ち出しの禁止） 

第８ 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し

たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。 

２ 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、

輸送方法等を書面により確認するものとする。 

３ 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない

ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損

の防止その他適切な管理を行わなければならない。 

 

（資料等の返還） 

第９ 乙は、この契約による業務を履行するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等

を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により

廃棄し、又は消去する場合を除く。 

２ 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものと

する。 

(1) 紙媒体  シュレッダーによる裁断 

(2) 電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕 

３ 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に請け負わせたときは、当該業

務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。

ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。 

４ 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資

料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。 

 

（研修・教育の実施） 

第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による

業務における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。 

 

（罰則等の周知） 

第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に

周知するものとする。 

 

（苦情の処理） 

第１２ 乙は、この契約による業務を履行に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、

適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 

 

（事故発生時における報告） 



第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った

ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解

除及び損害賠償の請求をすることができる。 



公共下水道公設汚水桝設置工事䠄単価契約䠅北部䠄㻞㻙㻝䠅䚷䚷䚷䚷㻔工種表䞉単価表㻕

௧和㻞年度

種䚷䚷䚷別 項䚷䚷䚷目
工種
番号

工䚷䚷䚷種 単位 構成比 単䚷価
検収
単位

摘䚷䚷䚷䚷䚷要

䠉 合計額 䠉 㻝㻚㻜㻜㻜㻜㻜

汚水桝設置工 汚水桝設置工 㻝 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄～䠎ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻢㻤㻝 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠎ｍ～䠏ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻣㻥㻟 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻟 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠏ｍ～䠐ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻥㻡㻝 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠐ｍ～䠑ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻜㻢㻠 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻡 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠑ｍ～䠒ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻞㻞㻞 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻢 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠒ｍ～䠓ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻟㻟㻠 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻣 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠓ｍ～䠔ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻠㻠㻢 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻤 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠔ｍ～䠕ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻡㻡㻥 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻥 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠕ｍ～䠍䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻢㻣㻝 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻝㻜 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄～䠎ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻣㻜㻤 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻝 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠎ｍ～䠏ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻝㻥 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻞 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠏ｍ～䠐ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻥㻤㻞 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻟 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠐ｍ～䠑ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻜㻥㻡 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻠 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠑ｍ～䠒ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻞㻡㻣 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻡 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠒ｍ～䠓ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻟㻣㻜 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻢 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠓ｍ～䠔ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻠㻤㻞 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻣 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠔ｍ～䠕ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻡㻥㻠 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻤 Φ䠍䠌䠌䚷横断延長䠄䠕ｍ～䠍䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻣㻜㻣 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻝㻥 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄～䠎ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻜㻞 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻜 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠎ｍ～䠏ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻥㻟㻥 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻝 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠏ｍ～䠐ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻝㻠㻟 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻞 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠐ｍ～䠑ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻞㻤㻜 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻟 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠑ｍ～䠒ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻠㻤㻡 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻠 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠒ｍ～䠓ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻢㻞㻟 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻡 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠓ｍ～䠔ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻣㻢㻝 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻢 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠔ｍ～䠕ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻤㻥㻥 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻣 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠕ｍ～䠍䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻞㻜㻟㻤 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻞㻤 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄～䠎ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻟㻥 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻞㻥 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠎ｍ～䠏ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻥㻣㻢 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻟㻜 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠏ｍ～䠐ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻝㻤㻢 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻟㻝 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠐ｍ～䠑ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻟㻞㻠 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻟㻞 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠑ｍ～䠒ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻡㻟㻡 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻟㻟 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠒ｍ～䠓ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻢㻣㻞 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻟㻠 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠓ｍ～䠔ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻤㻝㻝 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻟㻡 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠔ｍ～䠕ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻥㻠㻥 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

単価䛿䚸消㈝税抜䛝



公共下水道公設汚水桝設置工事䠄単価契約䠅北部䠄㻞㻙㻝䠅䚷䚷䚷䚷㻔工種表䞉単価表㻕

௧和㻞年度

種䚷䚷䚷別 項䚷䚷䚷目
工種
番号

工䚷䚷䚷種 単位 構成比 単䚷価
検収
単位

摘䚷䚷䚷䚷䚷要

㻟㻢 Φ䠍䠑䠌䚷横断延長䠄䠕ｍ～䠍䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻞㻜㻤㻣 㻝
購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅
本管種䛜HP管䞉陶管また䛿組立人孔接⥆型

㻟㻣 ます蓋䠄鉄蓋䠅設置工䚷䠰䠉䠔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻣㻠㻣 㻝

㻟㻤 ます蓋䠄鉄蓋䠅設置工䚷䠰䠉䠍䠐 箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻜㻠 㻝

㻟㻥 ます蓋䠄鉄蓋䠅設置工䚷䠰䠉䠎䠑 箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻟㻞 㻝

㻠㻜 本管土工䠄～䠍䠊䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻟㻝㻟 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠㻝 本管土工䠄䠍䠊䠌ｍ～䠎䠊䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻠㻟㻤 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠㻞 本管土工䠄䠎䠊䠌ｍ～䠏䠊䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻠㻠㻜 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠㻟 本管土工䠄䠏䠊䠌ｍ～䠐䠊䠌ｍ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻝㻥㻠㻣 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠㻠 本管布設工䠍䠑䠌䠄～䠍䠊䠌ｍ䠅 ｍ 㻜㻚㻜㻜㻞㻢㻞 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠㻡 本管布設工䠍䠑䠌䠄䠍䠊䠌ｍ～䠎䠊䠌ｍ䠅 ｍ 㻜㻚㻜㻜㻡㻥㻟 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠㻢 本管布設工䠍䠑䠌䠄䠎䠊䠌ｍ～䠏䠊䠌ｍ䠅 ｍ 㻜㻚㻜㻜㻤㻡㻤 㻝 購入土䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻠㻣 ᑠ型人孔設置工䚷T㻙㻤䚷深さ䠎ｍ௨下 箇所 㻜㻚㻜㻞㻜㻡㻞 㻝 管径䠍䠑䠌䚸䠎䠌䠌共通

㻠㻤 ᑠ型人孔設置工䚷T㻙㻝㻠䚷深さ䠎ｍ௨下 箇所 㻜㻚㻜㻞㻝㻟㻥 㻝 管径䠍䠑䠌䚸䠎䠌䠌共通

㻠㻥 ᑠ型人孔設置工䚷T㻙㻞㻡䚷深さ䠎ｍ௨下 箇所 㻜㻚㻜㻞㻝㻤㻥 㻝 管径䠍䠑䠌䚸䠎䠌䠌共通

㻡㻜 ᑠ型人孔設置工䚷T㻙㻤䚷深さ㻟㻚㻡ｍ௨下 箇所 㻜㻚㻜㻞㻞㻜㻠 㻝 管径䠍䠑䠌䚸䠎䠌䠌共通

㻡㻝 ᑠ型人孔設置工䚷T㻙㻝㻠䚷深さ㻟㻚㻡ｍ௨下 箇所 㻜㻚㻜㻞㻞㻥㻝 㻝 管径䠍䠑䠌䚸䠎䠌䠌共通

㻡㻞 ᑠ型人孔設置工䚷T㻙㻞㻡䚷深さ㻟㻚㻡ｍ௨下 箇所 㻜㻚㻜㻞㻟㻠㻝 㻝 管径䠍䠑䠌䚸䠎䠌䠌共通

㻡㻟 副管工䠄Ｅタ䜲プ䠅㻝㻡㻜䚷落差㻝㻚㻜ｍ未満 箇所 㻜㻚㻜㻜㻣㻥㻞 㻝

㻡㻠 副管工䠄Ｅタ䜲プ䠅㻝㻡㻜䚷落差㻝㻚㻡ｍ未満 箇所 㻜㻚㻜㻜㻥㻝㻥 㻝

㻡㻡 副管工䠄Ｅタ䜲プ䠅㻝㻡㻜䚷落差㻞㻚㻜ｍ未満 箇所 㻜㻚㻜㻜㻥㻢㻢 㻝

㻡㻢 副管工䠄Ｅタ䜲プ䠅㻝㻡㻜䚷落差㻞㻚㻡ｍ未満 箇所 㻜㻚㻜㻝㻜㻣㻥 㻝

㻡㻣 副管工䠄Ｅタ䜲プ䠅㻝㻡㻜䚷落差㻟㻚㻜ｍ未満 箇所 㻜㻚㻜㻝㻝㻝㻞 㻝

㻡㻤 既設䜲ンバ䞊ト工䚷楕円人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻠 㻝

㻡㻥 既設䜲ンバ䞊ト工䚷䠍号人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 㻝

㻢㻜 既設䜲ンバ䞊ト工䚷䠎号人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻝 㻝

㻢㻝 既設人孔削孔工䚷䠍䠌䠌䚷楕円人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻥 㻝

㻢㻞 既設人孔削孔工䚷䠍䠌䠌䚷䠍号人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻡 㻝

㻢㻟 既設人孔削孔工䚷䠍䠌䠌䚷䠎号人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻝㻝㻝 㻝

㻢㻠 既設人孔削孔工䚷䠍䠑䠌䚷楕円人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻞 㻝

㻢㻡 既設人孔削孔工䚷䠍䠑䠌䚷䠍号人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻡 㻝

㻢㻢 既設人孔削孔工䚷䠍䠑䠌䚷䠎号人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻝㻝㻝 㻝

㻢㻣 可とう⥅手設置工䚷拡張型 箇所 㻜㻚㻜㻜㻝㻤㻞 㻝 φ㻝㻡㻜

㻢㻤 可とう⥅手設置工䚷㈞付型 箇所 㻜㻚㻜㻜㻝㻡㻤 㻝 φ㻝㻡㻜

㻢㻥 可とう⥅手用削孔工䚷㻝㻡㻜䚷楕円人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻥㻟 㻝

㻣㻜 可とう⥅手用削孔工䚷㻝㻡㻜䚷䠍号人孔 箇所 㻜㻚㻜㻜㻜㻥㻡 㻝

仮設工 土留工 㻣㻝
土留工䠄掘削深～㻝㻚㻟m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠍䠊䠑ｍ䚸䠍段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻟㻟㻠 㻝

単価䛿䚸消㈝税抜䛝
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௧和㻞年度

種䚷䚷䚷別 項䚷䚷䚷目
工種
番号

工䚷䚷䚷種 単位 構成比 単䚷価
検収
単位

摘䚷䚷䚷䚷䚷要

㻣㻞
土留工䠄掘削深㻝㻚㻟～㻝㻚㻡m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠎䠊䠌ｍ䚸䠍段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻟㻠㻥 㻝

㻣㻟
土留工䠄掘削深㻝㻚㻡～㻝㻚㻤m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠎䠊䠌ｍ䚸䠍段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻟㻢㻞 㻝

㻣㻠
土留工䠄掘削深㻝㻚㻤～㻞㻚㻜m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠎䠊䠑ｍ䚸䠍段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻟㻣㻢 㻝

㻣㻡
土留工䠄掘削深㻞㻚㻜～㻞㻚㻟m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠎䠊䠑ｍ䚸䠎段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻡㻠㻢 㻝

㻣㻢
土留工䠄掘削深㻞㻚㻟～㻞㻚㻡m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠏䠊䠌ｍ䚸䠎段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻡㻢㻝 㻝

㻣㻣
土留工䠄掘削深㻞㻚㻡～㻞㻚㻤m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠏䠊䠌ｍ䚸䠎段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻣㻞㻝 㻝

㻣㻤
土留工䠄掘削深㻞㻚㻤～㻟㻚㻜m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠏䠊䠑ｍ䚸䠎段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻜㻠 㻝

㻣㻥
土留工䠄掘削深㻟㻚㻜～㻟㻚㻟m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠏䠊䠑ｍ䚸䠎段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻞㻡 㻝

㻤㻜
土留工䠄掘削深㻟㻚㻟～㻟㻚㻡m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠐䠊䠌ｍ䚸䠎段

箇所 㻜㻚㻜㻜㻤㻠㻥 㻝

㻤㻝
土留工䠄掘削深䚷㻟㻚㻤m௨下䠅
矢板䞉支保工䚷䠐䠊䠌ｍ䚸䠏段

箇所 㻜㻚㻜㻝㻜㻢㻡 㻝

水替工 㻤㻞 水替工䠄䠎䜲ンチ䠅 箇所 㻜㻚㻜㻜㻝㻠㻤 㻝

㻤㻟 締ษ排水工 箇所 㻜㻚㻜㻝㻤㻢㻠 㻝

㻤㻠 土のう工 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻞㻣㻟 㻝

㻤㻡 䜴䜵䝹ポ䜲ント工 現場 㻜㻚㻝㻜㻜㻤㻢 㻝

舗装復旧工 舗装復旧工 㻤㻢 舗装ษ断工䠄䠝䠯䠅 ｍ 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻞 㻝

㻤㻣 舗装ษ断工䠄䠟䠫䠪䠅 ｍ 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻟 㻝

㻤㻤 不陸整正工䞉補足材なし ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻜 㻝

㻤㻥 不陸整正工䠄䠎ｍ䠏䠋䠍䠌䠌㎡䠅䞉䠮䠟䠉䠐䠌 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻝 㻝

㻥㻜 不陸整正工䠄䠎ｍ䠏䠋䠍䠌䠌㎡䠅䞉䠩䠉䠏䠌 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻞 㻝

㻥㻝 䜰スフ䜯䝹ト撤去工 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻥 㻝 䡐＝䠏ｃｍ䚷処ศ㈝䞉運搬㈝含む

㻥㻞 䜰スフ䜯䝹ト撤去工 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 㻝 䡐＝䠑ｃｍ䚷処ศ㈝䞉運搬㈝含む

㻥㻟 䜰スフ䜯䝹ト撤去工 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻟 㻝 䡐＝䠍䠌ｃｍ䚷処ศ㈝䞉運搬㈝含む

㻥㻠 路盤工䠄䠮䠟䠉㻠㻜䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻣 㻝 䡐＝䠍䠌ｃｍ䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻥㻡 路盤工䠄䠮䠟䠉㻠㻜䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻜 㻝 䡐＝䠍䠑ｃｍ䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻥㻢 路盤工䠄䠮䠟䠉㻠㻜䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻝 㻝 䡐＝䠍䠓ｃｍ䠄䠮䠟䠉䠐䠌䠅

㻥㻣 路盤工㻔䠟䠉㻠㻜䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻝 㻝 䡐＝䠎䠌ｃｍ䠄䠟䠉䠐䠌䠅

㻥㻤 路盤工䠄䠩䠉㻟㻜䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻞 㻝 䡐＝䠍䠌ｃｍ䠄䠩䠉䠏䠌䠅

㻥㻥 路盤工䠄䠩䠉㻟㻜䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻢 㻝 䡐＝䠍䠏ｃｍ䠄䠩䠉䠏䠌䠅

㻝㻜㻜 䠝䡏復旧工䠄車道䠍層䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻟 䡐＝䠑ｃｍ䚷再生密粒度As㻔㻝㻟㻕

㻝㻜㻝 䠝䡏復旧工䠄車道䠎層䠅䚷県道 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻝㻝㻟 㻝
䡐＝䠍䠌ｃｍ䚷密粒度䠝䡏改質Ⅱ型䠄㻞㻜䠅䚸粗粒度䠝䡏改質Ⅱ型
䠄㻞㻜䠅

㻝㻜㻞 䠝䡏復旧工䠄歩道䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻜 㻝 䡐＝䠏ｃｍ䚷開粒

㻝㻜㻟 䠝s復旧工䠄歩道䠅 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻜 㻝 䡐＝䠑ｃｍ䚷再生密粒度As㻔㻝㻟㻕

㻝㻜㻠 䠟䠫䠪復旧工 ｍ䠏 㻜㻚㻜㻜㻠㻥㻞 㻜㻚㻝

㻝㻜㻡 コンク䝸䞊ト取壊し䚷䚷無筋構造物 ｍ䠏 㻜㻚㻜㻜㻤㻞㻤 㻜㻚㻝 運搬䞉処ศ含む

㻝㻜㻢 コンク䝸䞊ト取壊し䚷䚷鉄筋構造物 ｍ䠏 㻜㻚㻜㻝㻟㻞㻣 㻜㻚㻝 運搬䞉処ศ含む

㻝㻜㻣 仮舗装工 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻠 㻝 䡐＝䠏ｃｍ䚷再生密粒度As㻔㻝㻟㻕

単価䛿䚸消㈝税抜䛝
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㻝㻜㻤 仮舗装工 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 㻝 䡐＝䠑ｃｍ䚷再生密粒度As㻔㻝䠏㻕

㻝㻜㻥 フ䜱䝹タ䞊層敷設工 ㎡ 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻜 㻝 䡐＝䠑ｃｍ

付帯工 付帯工 㻝㻝㻜 成形目地工 ｍ 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻡 㻝 Ｗ＝䠐䠌ｍｍ

㻝㻝㻝 区画線工 式 㻜㻚㻜㻝㻝㻝㻢 㻝 溶融式㻡㻜ｍ未満

㻝㻝㻞 交通誘ᑟ員䠄䠝䠅 人 㻜㻚㻜㻜㻟㻟㻜 㻝

㻝㻝㻟 交通誘ᑟ員䠄䠞䠅 人 㻜㻚㻜㻜㻞㻤㻢 㻝

㻝㻝㻠 立会い㈝ 回 㻜㻚㻜㻜㻝㻞㻥 㻝 諸官庁等申請㈝含む

単価䛿䚸消㈝税抜䛝


